
尾張西部国営施設機能保全事業 

尾西排水機場補機・電気設備更新工事（第１回変更） 
 

現場説明事項 

１．一般事項 

１） 見積に関する事項について 

（１） この工事の見積の提出は、工事請負変更契約書案、契約変更等協議文書及びこの現場説明事項

に記載する条件により東海農政局随意契約見積心得（以下「見積心得」という。）に従って行うも

のとする。 

ただし、見積心得第５条第４項については「第２項の見積りには、前条に規定する無効の見積

りをした者は参加することができないものとする。」と読み替える。 

また、郵送、電子契約システム又は電子メールによる見積の場合は、次のことに留意すること。 

・見積の結果、予定価格に達した見積がないときの再度の見積については、別途、指示するの

で、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時に連絡のとれるようにすること。 

・郵送による見積書の提出については、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時の前日（前

日が行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休

日の場合は、その直前の開庁日）までに東海農政局会計課事業経理調整係へ必着のこと。た

だし、提出方法については簡易書留に限る。 

・電子契約システムによる見積書の提出については、契約変更等協議書４．変更見積書提出日

時までに完了すること。 

・電子メールによる見積書の提出については、契約変更等協議書４．変更見積書提出日時まで

に tokai_nyusatu@maff.go.jp 宛送信すること。 

（２） 本工事の見積に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法

律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（３） 契約決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て契約価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載するこ

と。 

 

２） 工事請負変更契約書案について 

別紙のとおり。 

 

２．特別指示事項 

１） 一般事項 

変更なしにつき省略。 

 

２） 工事概要 

特別仕様書に示すとおり。 

 

３） 工事仕様書 

土木工事共通仕様書、施設機械工事等共通仕様書、特別仕様書による。 

 

４） 契約に係る事項 

変更なしにつき省略。 

 

３．質 疑 

現場説明事項に関する質問があるときは、令和８年２月 20 日 12 時までに書面（FAX 可）をもって東

海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所保全整備課長あてに提出するものとする。 

質問があった場合は令和８年２月 20 日 17 時までに書面で回答する。 

 

mailto:tokai_nyusatu@maff.go.jp


(別 紙) 

 

契 約 に 係 る 事 項 

 

 

１．工種体系区分等について 

本工事における工種区分は、「用排水機設備製作据付工事（修繕）」を適用している。 

積算体系年月及び適用単価年月は、「令和５年７月」を適用している。 

共通仮設費率及び現場管理費率の補正に係る施工地域区分は、「補正なし」を適用している。 

 

２．輸送費について 

現場から工場までの距離は、439km を想定している。 

 

３．関連工事について 

特別仕様書第４章１．関連工事等に記載の尾西排水機場領内川２号ポンプ整備補修工事において、令

和６年 11 月～令和７年５月にかけてポンプ設備の整備、令和７年 11 月～令和８年３月にかけて電気設

備の更新を予定している。 

 

４．試運転調整等について 

特別仕様書第９章１．運転管理及び運転操作に記載の日光１・２号、領内１・２号ポンプ設備の既設

メーカの技術者立会に係る費用については、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 

５．消音器（自家発用）について 

  消音器（自家発用）の整備については、現在関係機関との調整中のため、整い次第、本工事に追加す

る場合がある。 

  


